
 
 

 

一般競争入札実施要領 
 

 

 

 

 

申込受付期間：2026年 2月 25日（水）～ 

           2026年 3月 9日（月） 

           午後 5時 15分 【必着】 

           ※ 入札参加申込書及び必要書類を郵送若し

くは信書便又は直接持参してください。 
 
 

 

入札に参加される場合は、事前の申込みが必要です。 
 

 

入札に参加される方は、この実施要領等を確認の上、申込みしてくださ

い。 
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１ はじめに 

一般競争入札による市有財産の売払いとは、福山市が設定する予定価格（最低売却価格）以上で、

かつ、最高金額で入札された方に、その物件を購入していただく方法です。 

 

２ 一般競争入札による有価物の売払いの流れ  

≪入札参加申込み≫ 
【受付期間】2026年（令和 8年）2月 25日（水）～同年 3月 9日（月） 

午後 5時 15分 必着 

所定の入札参加申込書及び必要書類を郵送若しくは信書便又は持参してく

ださい（事前に申込みをされないと入札に参加できません。）。 

※ 入札参加申込受付後に、入札保証金納付書及び入札書等の必要書類を郵

送します。 

⇓ 

⇓ 

⇓ 

⇓ 

≪入札保証金納付≫ 
入札書を提出するまでに、入札保証金を所定の納付書により金融機関（納

付書裏面記載）で納付してください。 

※ 入札書提出時に、納入通知書兼領収書（写し）を提出していただきます。 
⇓ 

≪  入   札  ≫ 
【入札期間】入札保証金納付日～ 2026年（令和 8年）3月 23日（月） 

午後 5時 15分 必着 

所定の入札書を郵送若しくは信書便又は持参してください。 ⇓ 

≪  開   札  ≫ 
【開札日時】2026年（令和 8年）3月 24日（火）午前 10時 

開札して落札者を決定します。入札者は開札に立会い（任意参加）できます。  

※ 開札会場への入場の際、入札保証金の「納入通知書兼領収書（原本）」を

提示していただきます。 
⇓ 

⇓ 

≪契 約 の 締 結≫ 
【契約締結期限】2026年（令和 8年）3月 27日（金）午後 2時 

 

⇓ 

≪売買代金の納付≫ 
【売買代金完納期限】2026年（令和 8年）3月 27日（金）午後 2時 

売買代金（残額）を全額納付していただきます。 

⇓ 

≪売払物件の引渡し≫ 
売払物件の引渡しは、売買代金完納の確認後、福山市が指定する日時に行

います。 
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３ 売払物件 

物  件 精 錬 純 度 重  量 

銀（粒状） 純度９９．９９％以上 ８，１０６．７０ｇ 

プラチナ（板状） 純度９９．９５％以上 ５９．９０ｇ 

パラジウム（板状） 純度９９．９５％以上 ２，５１４．２０ｇ 

※ 詳細については、仕様書を確認してください。 

 

４ 入札参加要件  

⑴ 個人又は法人を問わず、どなたでも申込みができます。ただし、次のいずれかに該当する者は、

入札に参加することができません。 

ア 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 238条の 3第 1項の規定に該当する者 

イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 に規定する入札参加資格の制限を

受けている者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77 号）第 2条第 2号から

第 4号まで及び第 6号の規定に該当する者 

エ 福山市に納付すべき市税を滞納している者 

オ 国に納付すべき消費税及び地方消費税を滞納している者 

⑵ 入札参加資格の確認のため、次に掲げる情報について広島県警察等関係機関に照会を行います。 

ア 個人の場合…名前、住所、性別及び生年月日 

イ 法人の場合…名称及び所在地並びに代表者・役員等の名前、住所、性別及び生年月日 

 

５ 申込受付場所及び問合せ先 

⑴ 受付期間 

2026年（令和 8年）2月 25日（水）から同年 3月 9日（月）午後 5時 15分まで【必着】 

（福山市の休日を定める条例（平成元年条例第 29号）第 1条に定める市の休日（以下「休日」とい

う。）を除く。） 

※ 事前に申込みをされないと入札に参加できませんので、ご注意ください。 

⑵ 受付時間 

午前 8時 30分から午後 5 時 15分まで 
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⑶ 受付窓口 

   〒720-8501 福山市東桜町 3番 5号 

福山市市民局市民部市民生活課（福山市役所本庁舎 1階） 

℡ 084-928-1069 

※ 入札に関する資料（実施要領、入札参加申込書、仕様書等）は、福山市ホームページからダ

ウンロードできます。 

⇒ 福山市ホームページ  http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/ 

トップページ→「担当部署でさがす」→「（市民局）市民生活課」 

⑷ 申込方法 

  上記⑶の受付窓口に、次の書類を郵送若しくは信書便（郵送又は信書便の場合は、書留郵便又は

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一

般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する

信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの（以下「書留郵便等」という。））又は持参により提出し

てください。 

ア 入札参加申込書（様式 1号） 

必要事項を記入し、申込者が個人の場合は本人の実印を、法人の場合は法人印（いずれも印鑑

登録されたもの。以下「実印」という。）を押印の上、次に掲げる書類を添付してください。 

入札は物件ごとに行うため、参加を希望する物件ごとに参加申込みをしてください。 

イ 添付書類 

(ｱ) 個人の場合 

    ａ 印鑑登録証明書（原本） 

    ｂ 使用印鑑届（様式 2号） 

    ｃ 住民票又は外国人登録証明書（写しでも可） 

    ｄ 市税の完納証明書（写しでも可。本市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したもの。

ただし、本市における納税義務のない者は申立書（様式 4号）を提出すること。） 

    ｅ 納税証明書（写しでも可。国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がないことを証明

したもの） 

    ｆ 誓約書（様式 6号） 

    ｇ 「入札参加申込者に交付する必要書類」送付用封筒（角形２号封筒に宛先を記入の上、切

手 530円分を貼付し、「簡易書留」と朱書きすること。） 

(ｲ) 法人の場合 

    ａ 印鑑登録証明書（原本） 

    ｂ 使用印鑑届（様式 2号） 

    ｃ 商業法人登記簿謄本（写しでも可） 

    ｄ 役員等一覧（様式 3号） 

    ｅ 市税の完納証明書（写しでも可。本市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したもの。

ただし、本市における納税義務のない者は申立書（様式 4号）を提出すること。） 

    ｆ 納税証明書（写しでも可。国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がないことを証明

したもの） 

    ｇ 委任状（様式 5号。入札参加申込書類及び入札書の提出を支店等で実施する場合に提出す



４ 

 

ること。） 

    ｈ 誓約書（様式 6号） 

    ｉ 「入札参加申込者に交付する必要書類」送付用封筒（角形２号封筒に宛先を記入の上、切

手 530円分を貼付し、「簡易書留」と朱書きすること。） 

※ 社会福祉法人については、上記の書類のほか、当該法人の全ての役員（理事及び監事）等を

確認できる書面（理事者名簿等（写しでも可））を添付してください。 

※ 上記の各種証明書及び住民票は発行後 3か月以内のものに限ります。 

※ 同一人が複数物件の申込みをする場合にあっては、添付書類を 1部に省略することができま

す。 

※ 入札参加資格を確認するために必要がある場合は、上記の書類に加え、その他の書類の添付

を求めることがあります。 

ウ 電話、ファックス又は電子メール等による申込みはできません。 

⑸ 仕様書等への質問及び回答 

  仕様書等に質問がある場合は、2026 年（令和 8 年）3 月 4 日（水）までに所定の質問書（様

式 7号）により、電子メールで提出してください。また、質問書の提出後には、必ず電話で着信

を確認してください。 

質問に対する回答は、質問受付後、福山市ホームページに掲載します。 

メールアドレス：shimin-seikatsu@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

６ 入札参加申込者に交付する必要書類  

 入札参加申込受付後に、次の必要書類を郵送します。 

 ⑴ 入札参加申込受付書（入札参加申込書の写しに福山市が受付印を押印したもの） 

 ⑵ 入札書 

 ⑶ 入札保証金の納付書 

 ⑷ 入札保証金提出書兼返還請求書 

 ⑸ 記入例（各種様式） 

 ⑹ 入札書用封筒（白色） 

 ⑺ 入札関係書類提出用封筒（茶色） 

 

７ 入札保証金の納付  

⑴ 入札参加者は、入札書を提出するまでに、入札保証金（見積金額の１００分の５以上の金額。以

下同じ。）を、福山市が交付する所定の納付書により金融機関（納付書の裏面に記載）で納付して

ください。 

⑵ 落札された方の入札保証金は、売払契約を締結する際に売買代金に充当します。 

⑶ 落札者以外の方の入札保証金は、入札時に提出いただく入札保証金提出書兼返還請求書に記載さ

れた指定の金融機関口座へ振込みにより返還します。返還には、振込手続の関係上、2週間程度を

要しますのでご了承ください。 

 ⑷ 入札者が入札に関し不正な行為をしたとき又は落札者が契約締結期限までに契約を締結しないと

きは、当該入札保証金は、福山市に帰属することとなり、還付することができませんのでご注意く

ださい。 
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 ⑸ 入札保証金の納入通知書兼領収書（金融機関の領収印があるもの）は、開札会場への入場の際に

必要となりますので、大切に保管してください。 

 ⑹ 入札保証金に利息は付しません。 

 

８ 入 札  

⑴ 入札受付期間 

入札保証金納付日から 2026 年（令和 8 年）3 月 23 日（月）午後 5 時 15 分まで【必着】（休日

を除く。） 

※ 入札期限までに到着しない場合は無効となりますので、余裕をもって手続してください。 

⑵ 受付時間 

午前 8時 30分から午後 5 時 15分まで 

⑶ 入札書の提出先 

  〒720-8501 福山市東桜町 3番 5号 

福山市市民局市民部市民生活課（福山市役所本庁舎 1階） 

℡ 084-928-1069 

⑷ 入札方法 

  次の書類を入札関係書類提出用封筒（茶色）に入れて、書留郵便等又は直接持参してください。 

ア 入札書 

   ※ 入札書用封筒（白色）に入札書のみを入れて封をし、「記名欄」及び「とじしろ 3か所」に

入札者の実印を押印してください（「記入例」参照）。 

イ 入札保証金提出書兼返還請求書 

※ 入札保証金返還用の金融機関口座は、必ず入札者本人の口座を記入してください。 

※ 入札保証金の「納入通知書兼領収書（写し）」を添付（提出）してください。 

ウ 電話、ファックス又は電子メール等による入札はできません。 

 ⑸ 入札書作成上の留意点等 

  ア 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとします。 

  イ 「記入例」を参照して、ボールペン又は万年筆により必要事項を全て記入の上、入札者の実印

を押印してください。 

ウ 金額の記入は、算用数字（０、１、２、３、…）の字体を使用し、最初の数字の前に￥マーク

を記入してください。  

  エ 金額は訂正することができません。書き損じた場合は、新しい入札書を交付しますので、必ず

申し出てください（入札金額を訂正したものや抹消したものは無効となりますので、ご注意くだ

さい。）。 

オ 一度提出された入札書は、理由の如何にかかわらず、引換え、変更又は取消しをすることがで

きません。 

 ⑹ その他 

  ア 入札の公正及び競争性を確保するため、入札参加状況等の問合せには、一切お答えできません。 

イ 不正な入札が行われると認められるとき又は災害その他入札の実施が困難な特別の事由が生じ

た場合は、予告なく入札を中止又は延期することがあります。 



６ 

 

 

 

９ 開 札（落札者の決定等）  

⑴ 日 時 

2026年（令和 8年）3月 24日（火）午前 10時 

⑵ 場 所 

福山市東桜町 3番 5号  

福山市役所本庁舎東棟 305会議室 

 ⑶ 開札の立会い等 

  ア 入札者は、開札に立ち会うことができます。参加は任意ですが、開札に立会いしていなかった

ことを理由に、異議の申立てをすることはできません。 

  イ 開札会場への入場には、入札保証金の「納入通知書兼領収書（原本）」が必要となりますので、

必ず持参してください。 

  ウ 開札に立会いする入札者等関係者が全くいない場合は、当該入札事務に関係のない福山市職員

の立会いにより開札を行います。 

 ⑷ 落札者の決定 

  ア 有効な入札を行った入札者のうち、入札書に記載された金額が、福山市が定めた予定価格（最

低売却価格）以上で、かつ、最高の価格をもって入札した者を落札者とします。 

  イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後、直ちにくじ引きを行い、

落札者を決定します。 

    なお、開札会場に入札者が不在の場合等くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係

のない福山市職員が、当該入札者に代わってくじを引き、落札者を決定します。 

 ⑸ その他 

  ア 開札の結果、落札者を決定したときは落札者の名前又は名称及び落札金額を、落札者がないと

きはその旨を、開札会場において発表します。 

イ 落札者には、開札終了後「落札決定通知書」を交付し、契約手続等に係る必要事項について説

明を行います（落札者が、開札会場に不在の場合は、別途行います。）。 

 ウ 落札者が決定したときは、開札結果（入札者数及び落札金額等）について、福山市ホームペー

ジで公表します。 

 

１０ 入札の無効  

次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

⑴ 入札参加資格のない者が入札したとき。 

⑵ 入札が、取り消すことができる無能力者の意思表示であるとき。 

⑶ 入札者が２以上の入札をしたとき。 

⑷ 他人の代理を兼ね、又は２以上を代理して入札をしたとき。 

⑸ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。 

⑹ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札をしたとき。 

⑺ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 

⑻ 日時までに入札書が到着しなかったとき。 
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⑼ 所定の入札書によらない入札をしたとき。 

⑽ 入札金額を訂正した入札をしたとき。 

⑾ 入札金額が予定価格（最低売却価格）に達しない入札をしたとき。 

⑿ その他福山市契約規則（昭和41年規則第13号）又は契約担当職員が特に定めた条件に違反した

入札をしたとき。 

 

１１ 契約の締結  

⑴ 売買契約の締結 

≪契約締結期限≫ 2026年（令和 8年）3月 27日（金）午後 2時 

落札者は、契約締結期限までに契約を締結してください。 

 ⑵ 契約保証金は、福山市契約規則第 6条第 1項第 3号の規定により免除します。 

⑶ 契約の締結は、落札者を相手方とします。 

⑷ 契約書に貼付する収入印紙の費用は、落札者の負担となります。 

 

１２ 落札の無効  

落札者が、契約締結期限までに契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は福山

市に帰属することとなります。 

 

１３ 売買代金の納付  

⑴ 売買代金（残額）の納付 

≪完納期限≫ 2026年（令和 8年）3月 27日（金）午後 2時 

   落札者は完納期限までに、売買代金から既納の入札保証金を除いた全額を一括して、本市が発行

する納付書により納付してください。 

⑵ 売買契約締結後、完納期限までに売買代金が全額納付されないときは、当該売買契約を解除し、

入札保証金は福山市に帰属することとなります。 

 

１４ 特記事項  

⑴ 引渡しについては、売買代金の完納を福山市が確認した後に行います。引渡しの日時や場所につ

いては、事前に詳細な打ち合わせを行い、その指示に従ってください。 

 ⑵ 引渡場所からの運搬・積込作業については、落札者が行うとともに、運搬・積込作業に係る費用

は落札者の負担となります。また、その他有価物の引渡しに伴う必要な費用は全て落札者の負担と

します。 

⑶ 引渡し後の物品については、事故、盗難等が発生しても、福山市は一切の責任を負いません。 

 

１５ 関係法令  

≪入札参加資格≫ 

○地方自治法（抜粋） 

（職員の行為の制限） 
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第238条の3 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は

自己の所有物と交換することができない。 

2 （略） 

○地方自治法施行令（抜粋） 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のい

ずれかに該当する者を参加させることができない。 

 ⑴ 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

 ⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 ⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者 

2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認

められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができ

る。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同

様とする。 

⑴ 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をしたとき。 

⑵ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

⑶ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

⑷ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨

げたとき。 

⑸ 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

⑹ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事

実に基づき過大な額で行つたとき。 

⑺ この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契

約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（抜粋） 

（定義） 

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行

為をいう。 

⑵ 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に

暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

⑶ 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。 

⑷ 指定暴力団連合 第4条の規定により指定された暴力団をいう。 

⑸ 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。 

⑹ 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

⑺ 暴力的要求行為 第9条の規定に違反する行為をいう。 

⑻ 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第9条



９ 

 

に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第 32 条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させない

ようにするための措置を講ずるものとする。 

⑴ 指定暴力団員 

⑵ 指定暴力団員と生計を一にする配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。） 

⑶ 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの 

⑷ 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有す

る者（前号に該当するものを除く。） 

2～4 （略） 


